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■問い合わせ先 ： 住民環境課　環境対策係　☎ ： 0173-22-2111 （内線151）

〈年末年始の業務案内〉〈年末年始の業務案内〉
年末年始の窓口は混雑が予想されます。各種手続きは、お早めに済ませるようにご協力ください。

この期間、 役場 ・ 診療所はお休みですこの期間、 役場 ・ 診療所はお休みです
業務は年内26日 （金） まで、 年始５日 （月） から平常通り行います

令和７年

１２/27 （土） ▶
令和８年

１/ ４ （日）

休業期間 施設名

12/27（土）～１/４（日）
役場、鶴田診療所

TSURUTA LABO

12/29（月）～１/４（日）
公民館、体育センター

武徳館

１/１（木）～１/２（金） 鶴田町火葬場

⚠年末年始の戸籍などの届け出

　出生・死亡・婚姻などの戸籍関係の届け出

については、年末年始のお休み期間中でも役

場1階の日直室で受け付けています。

　ご用の際は、役場庁舎北側の玄関からお入

りください。

年末 ・ 年始の

ごみ収集日の確認を

※　　 …「広報つるた 12月号」発行日現在で、すでに 12月の収集は終了しています。

大掃除で出たごみを正しく分別
　大掃除などでたくさんのごみが出る年末年始。この機会に正

しい分別方法をおさらいしませんか？

　町公式 LINEでは、捨てたいごみの名前を入力すると分別方法

を自動回答してくれます。 「鶴田町」 を
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【第１地区】 派立、寺町、田中町、みどり町、あさひ町、駅東町、菖蒲川、鶴泊、大性

【第２地区】 仲町、本町、駅前通り、桜町、富士見町、公園通り、文化通り、鷹ノ尾、相原町

【第３地区】 桂井、稲川、尾原、田の尻、野木、間山、木筒、鶴寿団地、前中野、後中野、掛元、米元、稲元、共栄

【第４地区】 大巻、強巻、亀田、新田子、胡桃舘、境、中野、山道、東瀬良沢、西瀬良沢、沖、横萢、松倉

第１地区第１地区 第２地区第２地区 第３地区第３地区 第４地区第４地区

収集最終日

（12 月）

収集始業日

（1 月）

収集最終日

（12 月）

収集始業日

（1 月）

収集最終日

（12 月）

収集始業日

（1 月）

収集最終日

（12 月）

収集始業日

（1 月）

燃えるごみ燃えるごみ 29㈪ ５㈪ 29㈪ ５㈪ 30㈫ ６㈫ 30㈫ ６㈫

燃えないごみ燃えないごみ ３㈬ ７㈬ 10㈬ 14㈬ 17㈬ 21㈬ 24㈬ 28㈬

プラスチック類プラスチック類 19㈮ ９㈮ 26㈮ 16㈮ 15㈪ ５㈪ 22㈪ 12㈪

カン ・ ビン ・カン ・ ビン ・

ペットボトルペットボトル
16㈫ ６㈫ 23㈫ 13㈫ 18㈭ ８㈭ 25㈭ 15㈭

古紙 ・ 小型家電古紙 ・ 小型家電 10㈬ 14㈬ 24㈬ 28㈬ ３㈬ ７㈬ 17㈬ 21㈬

各種手続きはお早めに！各種手続きはお早めに！

　12 月 31 日 （水） から１月３日 （土） まで一般家庭ごみの収集は休止となります。　12 月 31 日 （水） から１月３日 （土） まで一般家庭ごみの収集は休止となります。


